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新成人
新たな志を胸に大人の仲間入り

《主な内容》
◎町の財政状況をお知らせします
◎税制改正のあらましについて
◎まちづくりトークの開催について
◎町職員の募集について

　４月29日㈷、文化ホール「まほら」で高畠町成人式
が開催されました。今年の新成人は、男性138名、女性
140名の計278名。
　華やかな振り袖や羽織はかま、真新しいスーツに身を
包んだ新成人が、友人や恩師との再会を喜び合ったり、
記念撮影をするなど、たくさんの笑顔が輝いていました。

人　

口

計 25,035人
男 12,100人
女 12,935人

世帯数 7,541世帯
（５月１日現在）

【高畠町ホームページ】  http://www.town.takahata.yamagata.jp

®
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一．　　　　一．からだをきたえ温かい心を育て、生きがいのあるまちをつくります。高畠町町民憲章 一．自然と歴史を大切にし、調和のあるまちをつくります。高畠町町民憲章

特　　別　　会　　計

会　　　計　　　名 予　算　現　額 収　入　済　額 執　行　済　額

下 水 道 事 業 特 別 会 計 8億8075万円 7億4814万円 8億4287万円

農業集落排水事業特別会計 6971万円 6898万円 6513万円

特 定 地 域 生 活 排 水
処 理 事 業 特 別 会 計 6856万円 5006万円 5492万円

飲料水供給事業特別会計 355万円 358万円 244万円

国民健康保険特別会計 30億8801万円 27億533万円 27億5516万円

介 護 保 険 特 別 会 計 21億7831万円 20億3172万円 19億3689万円

後期高齢者医療特別会計 2億464万円 2億582万円 2億405万円

訪問看護事業特別会計 1582万円 1454万円 1479万円

財 産 区 特 別 会 計
(高畠・二井宿・屋代・和田) 1016万円 899万円 995万円

合　　　　計 65億1951万円 58億3716万円 58億8620万円

町　債　等　の　状　況

会　計　名 3月末起債残高 一時借入金
残　　　高

一 般 会 計 84億4654万円 4億円

下水道事業特別会計 59億3886万円 0万円

農業集落排水事業特別会計 5億8137万円 0万円

特定地域生活排水処理事業会計 2億286万円 0万円

飲料水供給事業特別会計 2960万円 0万円

水 道 事 業 会 計 5億978万円 0万円

病 院 事 業 会 計 33億5996万円 6242万円

計 190億6897万円 4億6242万円

町　有　財　産　の　状　況

区　　　分 25年3月末現在

土　　　　　地 2,363,189㎡

建　　　　　物 95,824㎡

有　価　証　券 489万円

出資による権利 2億2,128万円

基　　金　　の　　状　　況
平成24年9月末日現在高との比較

区　　　分 25年3月末現在高 増　　減

財 政 調 整 基 金 4億8304万円 7383万円

減 債 基 金 1億9247万円 34万円

公共施設等整備基金 8億2245万円 1億5122万円

人 材 養 成 基 金 2816万円 1693万円

スポーツ振興基金 3638万円 771万円

地 域 福 祉 基 金 9208万円 △955万円

介護保険介護給付費
準 備 基 金 1億2032万円 2823万円

国民健康保険給付基金 2億4587万円 3091万円

財 産 区 基 金
（高畠・二井宿・屋代・和田） 1億4969万円 △122万円

そ の 他 6億4063万円 3757万円

計 28億1109万円 3億3597万円

公　営　企　業　会　計

区　　　分 収　　入 支　　出 差し引き

病院事業会計
収益的収支 22億2825万円 23億2872万円 △1億47万円

資本的収支 1億5800万円 3億6130万円 △2億330万円

水道事業会計
収益的収支 5億1128万円 3億873万円 2億255万円

資本的収支 8026万円 1億7688万円 △9662万円

平
成
24
年
度
下
半
期
（
Ｈ
24
・
10
・
１
〜
Ｈ
25
・
３
・
31
）

町
の
財
政
状
況
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

町
の
財
政
状
況
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

町
民
の
み
な
さ
ん
か
ら
の
納
税
金

や
国
・
県
か
ら
の
支
出
金
等
を
、
町

で
は
ど
の
よ
う
に
使
っ
て
い
る
か
、

財
産
や
借
入
金
が
ど
れ
く
ら
い
あ
る

の
か
、
と
い
っ
た
町
の
財
政
状
況
を

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

こ
の
度
は
、
平
成
25
年
３
月
末
現

在
の
状
況
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

平
成
24
年
度
予
算
の
執
行
は
、
４

月
、
５
月
（
「
出
納
整
理
期
間
」
と

い
い
ま
す
）
も
行
わ
れ
ま
す
の
で
、

最
終
的
な
決
算
に
つ
い
て
は
９
月
議

会
で
認
定
さ
れ
た
後
に
広
報
で
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

一般会計歳入歳出予算額

財お在月最会ら

105105億億9,6899,689万円万円

収入済額　971,379万円
収 入 率　91.7％

執行済額　941,976万円
執 行 率　88.9％

▲ 高 畠 駅 前 通 り ▲糠野目小学校プール

歳　入 歳　出
（単位：万円）

　予算額

　収入済・執行済額

（　）内の％は予算額に対する

収入済・執行済額の割合

そ
の
他
（
98.6
％
）

県
支
出
金
（
63.8
％
）

国
庫
支
出
金
（
77.2
％
）

町
債
（
42.0
％
）

町
税
（
102.1
％
）

地
方
交
付
税
（
104.9
％
）

275,788
263,895

400,272

419,806

216,687
221,185

107,737

45,297

92,112
71,144

73,272

46,780

169,609
167,167

157,095
145,128

151,986

121,141

112,774
82,867

109,078

103,376

104,365
93,614

35,303
28,643

113,300

103,312

そ
の
他
（
91.2
％
）

農
林
水
産
業
費
（
81.1
％
）

公
債
費
（
89.7
％
）

衛
生
費
（
94.8
％
）

土
木
費
（
73.5
％
）

教
育
費
（
79.7
％
）

総
務
費
（
92.4
％
）

民
生
費
（
95.7
％
）

▲屋代地区公民館

▼
問
合
せ
先
／

　

町
企
画
財
政
課
財
政
係

　
　
　
　
　
　

☎
52
１
７
４
０
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　　一．誇りと喜びをもって働き、活力のあるまちをつくります。高畠町町民憲章　　　　一．たがいに学び合い文化を高め、知性のあるまちをつくります。高畠町町民憲章

　

環
境
を
守
り
１
０
０
年
先
も
住
み
や
す
い
町
に
す
る

た
め
に
は
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
の
行
動
が
大
切
で
す
。

子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
継
続
的
に
学
ぶ
場
を
作
り
ま
す
。

　

■
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
名

　
　

•
知
ろ
う
！
学
ぼ
う
！
行
動
し
よ
う
！　

　
　
　

グ
リ
ー
ン
コ
ン
シ
ュ
ー
マ
育
成
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

　
　
　
　

※
グ
リ
ー
ン
コ
ン
シ
ュ
ー
マ

環
境
と
未
来
の
こ
と
を
考
え
て
行
動
す
る
人

　

町
内
の
家
庭
で
消
費
さ
れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
市
場
は
30

億
円
規
模
！
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
積
極
的
に
導
入

す
る
こ
と
で
、
新
し
い
産
業
を
お
こ
し
、
雇
用
と
経
済

を
支
え
な
が
ら
、エ
ネ
ル
ギ
ー
の
自
給
を
目
指
し
ま
す
。

　

高
畠
町
の
す
ば
ら
し
い
環
境
を
１
０
０
年
後
の
子
ど

も
た
ち
に
引
き
継
ぎ
、「
す
べ
て
の
い
の
ち
を
大
切
に

し
、
い
き
い
き
と
輝
く
ま
ち
」
を
実
現
す
る
た
め
環
境

基
本
計
画
を
見
直
し
ま
し
た
。
単
に
「
環
境
」
と
い
う

視
点
だ
け
で
な
く
、
活
気
あ
る
ま
ち
づ
く
り
、
持
続
可

能
性
に
つ
い
て
議
論
を
重
ね
策
定
し
ま
し
た
。

【
計
画
期
間
】

　

平
成
25
年
度
〜
平
成
34
年
度
の
10
年
間

【
計
画
の
理
念
】（
計
画
の
価
値
観
）

　
　

計
画
全
体
の
根
本
に
あ
る
普
遍
的
な
考
え
方
を
次

の
４
項
目
と
し
ま
し
た
。

　
　

①
「
み
ん
な
で
考
え
、
み
ん
な
で
行
動
す
る
」

　
　

②
「
あ
ふ
れ
る
笑
顔
」

　
　

③
「
自
然
と
の
調
和
」

　
　

④
「
か
け
が
え
の
な
い
も
の
」

　

現
代
社
会
が
直
面
し
て
い
る
環
境
問
題
は
数
多
く
あ

り
ま
す
。
地
域
が
抱
え
る
問
題
は
、
地
球
規
模
の
環
境

問
題
と
無
縁
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
多
く
の
問
題
か
ら
、

自
分
た
ち
の
課
題
と
し
て
感
じ
た
も
の
を
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
に
位
置
付
け
ま
し
た
。
こ
れ
は
自
発
的
行
動
を
促
す

呼
び
水
と
し
て
の
役
割
も
担
っ
て
い
ま
す
。

　

■
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
名

　
　

•
30
億
円
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

　
　

•
お
ひ
さ
ま
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
明

る
い
ま
ち

　
　

•
森
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
創
エ
ネ

　
　

•
水
の
流
れ
も
エ
ネ
ル
ギ
ー

　
　

•
エ
コ
住
宅
で
ぽ
っ
か
ぽ
か

　
　
　
　
　
　

〜
断
熱
で
省
エ
ネ
〜

２　

ふ
ら
っ
と
歩
き
た
く
な
る
ま
ち

  

生
活
す
る
う
え
で
大
切
な
交
通
手
段
。
利
用
し
や
す

い
公
共
交
通
の
あ
り
方
を
模
索
し
、
自
家
用
自
動
車
か

ら
の
二
酸
化
炭
素
排
出
を
減
ら
し
ま
す
。

　

■
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
名

　
　

•
よ
み
が
え
れ
公
共
交
通

　
　

•
イ
ベ
ン
ト
に
は
ノ
ー
カ
ー
で

　
　

•
か
し
こ
く
安
全
に
エ
コ
ド
ラ
イ
ブ

３　

食
で
に
ぎ
わ
い
・
絆
を
紡
ぐ
ま
ち

　

農
業
と
環
境
は
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
有
機

農
産
物
な
ど
で
高
畠
町
の
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
を
図
り
、

若
い
世
代
が
農
業
に
就
労
で
き
る
環
境
を
整
え
、
食
料

の
自
給
自
足
を
目
指
し
ま
す
。

　

■
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
名

　
　

•
釜
Ｄ
Ｏ
・
カ
フ
ェ
で
地
産
地
消

　
　

•
農
業
元
気
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

　
　

•
ス
ロ
ー
ラ
イ
フ
は
「
ま
ほ
ろ
ば
畑
」
か
ら

１　

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
で

　
　
　
　
　
　
　
　

快
適
に
暮
ら
せ
る
ま
ち

【
策
定
委
員
メ
ッ
セ
ー
ジ
】（
抜
粋
）

　

計
画
の
一
つ
ひ
と
つ
を
考
え
る
こ
と
は
未
来
へ
の

「
希
望
の
種
」
を
ま
い
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
、
わ

く
わ
く
し
な
が
ら
話
し
合
い
を
重
ね
ま
し
た
。
こ
の
計

画
に
10
年
後
「
こ
ん
な
ま
ち
に
な
っ
て
い
た
ら
い
い

な
ぁ
」
と
い
う
思
い
を
込
め
て
策
定
し
ま
し
た
。

４　

学
び
・
行
動
す
る

　
　
　

＊
グ
リ
ー
ン
コ
ン
シ
ュ
ー
マ
の
ま
ち

～未来への種まき　100 年先へ～

計
画
推
進
の
た
め
の

４
つ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

◎
補
助
対
象
処
理
機
と
補
助
額

　

①
地
上
据
置
型
コ
ン
ポ
ス
ト　

２
、０
０
０
円
／
基

　

②
機
械
式
（
電
気
式
）
処
理
機　

５
、０
０
０
円
／
基

　
　

※
１
世
帯
１
基
に
限
り
ま
す
。

　
　

※
既
に
購
入
し
た
も
の
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

　
　

※
町
指
定
の
店
舗
に
お
持
ち
い
た
だ
き
、
補
助
券
を
出
し

て
購
入
し
ま
す
。

　
　

※
電
話
で
の
申
込
み
は
受
け
付
け
て
い
ま
せ
ん
。

◎
申
請
受
付
期
間

　

６
月
３
日
㈪
〜
７
月
１
日
㈪　

数
量
に
達
し
次
第
終
了

◎
申
請
場
所

　

町
生
活
環
境
課
環
境
係　

※
印
鑑
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　

町
で
は
廃
棄
物
の
適
正
処
理
の
た
め
、
年
２
回
粗
大
ご
み
の

回
収
を
行
っ
て
い
ま
す
。
千
代
田
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
に
粗
大

ご
み
を
「
車
が
な
く
て
運
べ
な
い
」、「
平
日
に
運
べ
な
い
」
方

の
た
め
に
町
で
回
収
し
ま
す
。

◎
回
収
対
象
品

　

家
庭
か
ら
出
た
ご
み
で
、
指
定
袋
に
入
ら
な
い
も
の
、
ま

た
は
重
い
も
の

•
小
型
・
中
型
（
１
辺
が
１
ｍ
未
満
で
30　
kg
未
満
の
も
の
）

…
３
０
０
円
（
証
紙
１
枚
）

•
大
型
（
１
辺
が
２
ｍ
未
満
で
60　
kg
未
満
の
も
の
）

…
６
０
０
円
（
証
紙
２
枚
）

•
特
大
（
１
辺
が
２
ｍ
以
上
ま
た
は
60　
kg
以
上
の
も
の
）

…
９
０
０
円
（
証
紙
３
枚
）

※
注
意　

次
の
も
の
は
回
収
で
き
ま
せ
ん
。

　

①
リ
サ
イ
ク
ル
が
義
務
と
な
る
も
の

　
　

パ
ソ
コ
ン
、
テ
レ
ビ
、
エ
ア
コ
ン
、
冷
蔵
庫
、
冷
凍
庫
、

洗
濯
機
、
衣
類
乾
燥
機

　

②
産
業
廃
棄
物

　
　

農
機
具
、
農
業
用
ビ
ニ
ー
ル
、
業
務
用
機
械
な
ど

　

③
千
代
田
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
で
処
理
で
き
な
い
も
の

　
　

オ
ー
ト
バ
イ
、
古
タ
イ
ヤ
、
解
体
家
屋
廃
材
、
ガ
ス
ボ
ン

ベ
な
ど

①
廃
棄
し
た
い
も
の
の
品
目
（
大
き
さ
・
重
さ
）、
数
を

確
認
し
ま
す
。（
１
回
に
出
せ
る
の
は
、
１
家
庭
５
品

ま
で
で
す
）

②「
町
生
活
環
境
課
環
境
係
」に
電
話
で
申
し
込
み
ま
す
。

　

受
付
電
話
番
号
／
52
１
５
９
６
（
上
記
申
込
期
間
内
）

③
指
定
袋
取
扱
店
で
、「
粗
大
ご
み
用
証
紙
（
ス
テ
ッ
カ
ー

１
枚
３
０
０
円
）」
を
必
要
な
枚
数
を
購
入
し
ま
す
。

④「
粗
大
ご
み
用
証
紙
」
に
地
区
名
と
氏
名
を
記
入
し
、

粗
大
ご
み
の
見
え
や
す
い
と
こ
ろ
に
貼
り
、
回
収
日
の

午
前
８
時
ま
で
自
宅
前
に
出
し
ま
す
。

　

•
家
の
中
ま
で
入
っ
て
の
回
収
は
行
い
ま
せ
ん
。

　

•
雨
が
降
り
そ
う
な
と
き
は
、
濡
れ
な
い
よ
う
に
シ
ー

ト
な
ど
で
覆
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

•
回
収
車
（
４
ｔ
車
）
が
自
宅
前
ま
で
入
る
こ
と
が
で

き
な
い
場
合
は
、
入
ら
れ
る
場
所
ま
で
出
し
て
く
だ

さ
い
。

　

•
ア
パ
ー
ト
な
ど
集
合
住
宅
は
、
１
階
の
出
入
り
口
付

近
ま
た
は
駐
車
場
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

【
注
意
】

※
石
油
な
ど
が
入
っ
て
い
る
も
の
は
必
ず
抜
き
取
っ
て
く

だ
さ
い
。

※
ガ
ラ
ス
、
乾
電
池
、
蛍
光
管
が
つ
い
て
い
る
も
の
は
必

ず
取
り
外
し
て
く
だ
さ
い
。

【
申
込
期
間
】　

６
月
３
日
㈪
〜
６
月
21
日
㈮
の
平
日

　
　
　
　
　
　
（
午
前
９
時
〜
12
時
、
午
後
１
時
〜
４
時
）

高畠・二井宿地区
６月２５日㈫

屋代・糠野目地区
６月２６日㈬

亀岡・和田地区
６月２７日㈭

粗
大
ご
み
の
出
し
方

　回収時間は午前８時～
午後４時です。立会いの
必要はありません。

回 収 日

生
ご
み
は
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肥
に
し
よ
う
！
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ご
み
は
堆
肥
に
し
よ
う
！
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　　   一．郷土を愛し若い力を伸ばし、希望のあるまちをつくります。高畠町町民憲章

住宅関連補助金の申請を受け付けます
　町は住環境の整備や景気浮揚、地域の活性化等を目的に、住宅に関する補助金事業を実施
します。お気軽にお問い合わせいただきご活用ください。

１．住宅リフォーム支援事業助成金
　○対象工事
　　　町内に自ら居住する持家住宅（車庫・物置を含　
　　む）のリフォーム工事
　○助成費要件
　　　平成25年４月１日以降の契約で、一般リフォー
　　ムのみは 50万円以上の工事が対象。要件リフォ
　　ーム含み（※）は最低額を設けません。
　　（※）部分補強、省エネ化、バリアフリー化、県産
　　　木材使用、克雪化のいずれかを含む工事。
　　　詳しくはお問い合わせください。
　○助成額
　　●一般リフォーム／全体工事費の５％（最大５万円）
　　●要件リフォーム／全体工事費の10％（最大20万円）
　　　要件リフォームに該当する工事があれば、一般
　　リフォームと合わせての助成（最大25万円）が可
　　能です。
２．耐震診断士派遣事業
　○対象となる方
　　　昭和56年以前建築の木造戸建て住宅（在来軸組
　　工法）にお住まいの方

　○事業の内容
　　　町が認定する耐震診断士を派遣します。
　○費用負担
　　　診断費用６万円のうち申請者は１割６千円を負
　　担し、残り５万４千円を町が負担します。
３. 木造住宅耐震改修事業補助金
　○対象となる方
　・上記２の耐震診断により住宅の耐震改修工事を行
　　う方
　・町内の建築事業者と工事請負契約をされている方
　○助成額
　　　補助対象工事費の７/12（最大120万円）
※いずれの事業も平成26年２月末日までに工事　　
　が完了または実績報告できることが必要で、
　予算内で申請順とします。
▶申込・問合せ先／町建設課建築住宅係

☎（52）１１１４

●入居資格／①収入月額が15万８千円以下であること。
　（高齢者の方や身体に障がいのある方は21万４千円以
　下）②現在住宅に困っている方。
●家賃／収入月額に応じた家賃（下表）となります。
●敷金／入居時家賃の３か月分に相当する額。
●選考方法／応募者が募集戸数を上回った場合は、町
　営住宅入居者選考委員会に諮る。
●申込方法／所定の申込書（町建設課備付）に必要事項
　を記入し、関係書類を添付の上お申し込み願います。
●募集期間／６月６日㈭～14日㈮まで。
●入居予定時期／７月上旬頃

名称・所在地 戸 数 構 造 等
町営住宅福沢団地Ｄ棟
高畠町福沢南21番地の１

１戸
（２DK）

木造平屋建
（昭和62年度建設）

町営住宅大町団地132号室
高畠町大字高畠695番地の２

１戸
（３DK）

中層耐火造４階建
（昭和54年建設）

名称・所在地 戸 数 構 造 等
特定公共賃貸住宅弥生団地
Ａ棟２号室
高畠町大字高畠513番地の６

１戸
（３DK）

木造２階建
（平成８年度建設）

●入居資格／前年の収入月額が15万８千円以上、48
　万７千円以下であること。
●家賃／月額65,000円。なお、下表の（ア）（イ）の収　
入区分については、申請により減額されます。
●敷金／入居時家賃の３か月分に相当する額。
●選考方法／申込者が公募個数を上回った場合は、抽
　選で決定いたします。（抽選日・場所等は申込者に
　通知します）
●申込方法／所定の申込書（町建設課備付）に必要事項
　を記入し、関係書類を添付の上お申し込み願います。
●募集期間／６月６日㈭～14日㈮まで。
●入居予定時期／７月上旬頃

平成25年度（平成25年４月～平成26年３月）家賃表
区分 所得額（月額） 福沢団地D棟 大町団地132号室
Ａ 　　　0円～104,000円 13,900円 13,800円
Ｂ 104,001円～123,000円 16,000円 15,900円
Ｃ 123,001円～139,000円 18,300円 18,200円
Ｄ 139,001円～158,000円 20,700円 20,500円
Ｅ 158,001円～186,000円 23,600円 23,500円
Ｆ 186,001円～214,000円 27,300円 27,100円

区分 所得額（月額） 家　賃
ア 158,000円～259,000円 50,000円
イ 259,001円～350,000円 58,000円
ウ 350,001円～487,000円 65,000円

▶各種申込・問合せ先／平成24年分の源泉徴収票、自営
　の方については最新の確定申告書等を持参のうえ、町建
　設課建築住宅係まで　　　　　　　 　☎（52）１１１４

入居者募集
【町営住宅】 【特定公共賃貸住宅弥生団地】

有効期限が
平成25年６月１日以降の

医療証をお持ちの方

有効期限が
平成25年５月31日以前の

医療証をお持ちの方

今後、更新手続きは
不要です。

一度更新申請が必要です。一度更新申請が必要です。

その後手続きは
不要となります。

お子様の医療証をご確認ください。お子様の医療証をご確認ください。

次に挙げる方は郵送での交付ができません。
・転入や未申告などで高畠町に所得情報がない方
・出生や転入、更新忘れなどで現在医療証をお持ちでない方

次の場合には届出が必要になります。
・保護者の方やお子さんの住所・氏名が変わった場合
・加入中の健康保険証に変更があった場合

　平成25年７月１日から中学校卒業までの医療費
無料化が開始されることに伴い、これまで「一部負
担金有」の医療証の交付を受けていたお子様も自己
負担無しで受診できるようになります。（保険適用
分のみ）
　対象者には、６月中旬頃、新しい医療証をお送り
いたしますので、７月１日以降に医療機関を受診さ
れる際にご提示ください。現在お持ちの医療証は、
７月１日以降に破棄していただきますようお願いい
たします。
　なお、医療機関等で支払った保険適用となる自己
負担分については、これまで通り医療費支給申請に
より受け取ることができます。

「一部負担金有」の子育て支援医療証をお持ちの方へ

新しい医療証新しい医療証をを
お送りしますお送りします

重度心身障がい（児）者医療証・重度心身障がい（児）者医療証・
ひとり親家庭等医療証ひとり親家庭等医療証のの

更新について更新について
　重度心身障がい（児）者医療証またはひとり親家庭等
医療証をお持ちの方は、有効期限が６月末となってい
ます。６月中旬に該当する方には該当通知書、該当と
ならない方には非該当通知書をお送りします。該当す
る方は忘れずに更新手続きを行ってください。
●期日／平成25年６月22日（土）・23日（日）
●時間／９時～11時、13時～16時
●場所／高畠町役場１階　町民課
※上記日程で都合が悪い場合は、平成25年６月24日
（月）～６月28日（金）の期間においでください。（６
月22日より前に更新手続きはできませんので、ご了
承ください。）

●手続きに必要なもの／①通知書 ②印鑑 ③健康保険
証 ④各制度に係る証書等（各制度によって必要と
なる書類が異なりますので、詳しくは町町民課医療
給付係までお問い合わせください。）

▶このページに関する問合せ先／町町民課医療給付係　☎（52）１３２７

更
新
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　毎年、更新申請が必要でありました医療証ですが、
有効期限が平成25年６月１日以降の医療証をお持ち
の方は、今後、更新手続きが不要となります。新しい
医療証は、有効期限が切れる前に郵送いたしますの
で、ご確認ください。
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②個人住民税の住宅借入金等特別税額控除について、居住

年が平成29年までに４年間延長されました。また、住宅

を取得して、平成26年４月から平成29年12月までの間に

居住し、取得した費用の消費税額が新消費税法に規定す

る税率(８％または10％) の場合は、住宅借入金等特別税

額控除の控除限度額は、次の表の額となります。

③都道府県または市区町村に対する寄附金の寄附金税額

控除が、平成26年度から平成50年度までの各年度に限

り、特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率に復

興特別所得税率（100分の2．1）を乗じて得た率を加算し

て計算することとなります。

④平成28年１月１日以後に受け取る特定公社債などの

利子などを申告した場合には、所得割の課税対象とし

て 100分の3の税率による分離課税とするなど、公社債、

株式などの所得に対する個人住民税の課税について、

課税対象、損益通算、繰越控除などが改正されました。

⑤平成28年10月１日以後の年金所得の個人住民税の特別

徴収は、次のようになります。

・特別徴収する年金所得の仮特別徴収税額は、前年度

分の個人住民税のうち前々年の年金所得の所得割額

と均等割額の合算額の２分の１とすることとなりま

した。

①平成25年４月１日から平成27年３月31日まで の 間 に

新たに取得された「エネルギー環境適合製品の開発及

び製造を行う事業の促進に関する法律」に掲げる機械

類で、エネルギー消費量との対比における性能の向上

に著しく資する一定の設備（熱電併給型動力発生装置

「コージェネレーション設備」に係るもの。）の固定資産

税の課税標準を、取得後３年度間はその価格の６分の

５とする特例が設けられました。

②非課税措置などの適用期限が延長されました。

・心身障がい者を多数雇用する事業所の事業主が「障

害者の雇用の促進等に関する法律」に規定する助成

金等の支給を受けて取得した一定の家屋に係る固定

資産税の課税標準の特例措置について、その対象の

取得期限が平成27年３月31日まで延長されました。

 居 住 年 現行（～平成25年12月） 平成26年1月～3月 平成26年4月～平成29年12月 

控除限度額控除限度額
所得税の課税総所得金額等の 
５％（最高97,500円）

所得税の課税総所得金額等の 
５％（最高97,500円） 

所得税の課税総所得金額等の 
７％（最高136,500円） 

・特別徴収対象の年金所得者が賦課期日後に他の市町村

に転出した場合においても、一定の要件のときは、特

別徴収を継続することとされました。

⑥平成25年４月１日から平成27年３月31日までの間に開始

する各事業年度に限り、中小企業者などの国内の設備投資

額が増加した場合、法人税割の課税標準とする法人税額は、

特別税額控除の適用を受けた額とすることとなりました。

⑦平成25年４月１日から平成28年３月31日までの間に開始

する各事業年度に限り、中小企業者などの雇用者給与等

支給額が増加した場合の法人住民税の計算における法人

税割の課税標準とする法人税額は、法人税額の特別税額

控除の適用を受けた額とすることとなりました。

・「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に規定する

サービス付き高齢者向け賃貸住宅に係る固定資産税の

減額措置について、その対象資産の新築期限が平成27

年３月31日まで延長されました。

③次のとおり課税標準の特例措置が改正されました。

・バリアフリー化の工事が行われた住宅に係る固定資産

税の減額措置について、改修工事費の要件を50万円超

としたうえで、改修期限が平成28年３月31日まで延長

されました。

・省エネルギー対策の工事が行われた住宅に係る固定資

産税の減額措置について、その対象となる改修工事に

要した費用の要件を50万円超としたうえで、改修期限

が平成28年３月31日まで延長されました。

①所得税において全ての事業者に記録保存の義務が課さ

れることになることから、前々年中または前年中の所

得について、所得税が課税されず個人住民税の所得割

が課された白色申告者についての記録保存義務が廃止

されます。平成26年1月から。

■■住民税の改正住民税の改正

■■固定資産税及び都市計画税の改正固定資産税及び都市計画税の改正

地方税制改正のあらまし地方税制改正のあらまし

妻
国保均等割

夫
国保均等割

国保世帯平等割

　毎年１月１日現在で町に所在する家屋には、固定資産税および都市計画税 ( 都市計画区域のみ ) が課税
されます。また、家屋の新築・増築等があった場合には不動産取得税が課税されます。
　固定資産税および不動産取得税を課税するうえで、適切に評価を行うため家屋を新築・増築されたとき
や家屋を取壊したときには実地調査を行う必要があります。
　調査方法は、事前に調査の日を調整させていただき、固定資産評価補助員である町の税務課職員（又は

①国民健康保険から後期高齢者医療に移行した者と同
一の世帯に属する国民健康保険の被保険者の属する
世帯の国民健康保険税について、移行後５年目まで

の間の世帯別平等割額の２分の１を軽減する措置に
加え、移行後６年目から８年目までの間も世帯別平
等割額の４分の１を軽減することとされました。

②延滞金及び還付加算金の割合等が次の表のとおりと
なり、平成 26 年１月１日以後の分から適用される

①更正の請求をすることができる期限が日曜日・祝日
等にあたりその翌日が期限とみなされる場合、また

②国民健康保険税の軽減措置の算定において、国民健
康保険から後期高齢者医療に移行後５年目までの間

に限り移行した者を含めて算定する措置が、６年目
以降も継続されることとなりました。

は災害などにより期限延長される場合には、更正請
求があった日の翌日から６ケ月以内であれば更正す
ることができることとなりました。

こととなりました。

県置賜総合支庁税務課職員）がご自宅を訪問し、家屋の各部屋や外観等を評
価基準に照らし合わせながら調査を行います。その際に、建物の詳細を確認
するためお尋ねする場合もありますので、ご協力をお願いいたします。
　木造家屋は町税務課で、非木造家屋は置賜総合支庁税務課で調査を行い、
町税務課の職員は固定資産評価補助員証を、置賜総合支庁税務課の職員は徴
税吏員証を携帯しておりますので、訪問を受けた際にはご確認ください。
　

▲

問合せ先／町税務課・資産税係　 ☎（52）２０７８

妻
国保均等割

夫
後期高齢者
医療保険料

国保世帯
平等割　 ２分の１軽減

妻
国保均等割

夫
後期高齢者
医療保険料

国保世帯平等割
　

４分の
１軽減

【20 年３月まで】 【現行制度（移行後５年間）】 【追加の軽減措置（５～８年）】
《イメージ》

《例》　2割減額の場合
【20年３月までの計算方法】　　　　35万円×世帯に属する被保険者数＋33万円
【現行～後期高齢者移行５年目まで】35万円×（世帯に属する被保険者数＋特定同一世帯所属者数）＋33万円
【改正後～６年目以降も継続】　　　35万円×（世帯に属する被保険者数＋特定同一世帯所属者数）＋33万円

※この部分が恒久化されました。

内　　　　　　　容 本　　則 現行の特例（公定
歩合＋４％） 改　　正　　後

延　滞　金 法定納期限を過ぎて履行遅滞となった
納税者に課されるもの １４. ６％ － 特例基準割合※＋７．３％

１ヶ月以内等 納期限後１ヶ月以内 ７. ３％ ４. ３％ 特例基準割合※＋１％

徴収の猶予等 事業廃止など、災害などによる徴収の
猶予などの場合

２分の１免除
（７．３％） ４. ３％ 特例基準割合※

還付加算金 地方団体から納税者への還付金などに
付される利息 ７. ３％ ４. ３％ 特例基準割合※

※特例基準割合：国内銀行の貸出約定平均金利（新規・短期）の前々年 10 月～前年９月における平均に、１％を加算した割合をいいます。
特例基準割合となる貸出約定平均金利が１％となっている場合には、適用される延滞金の利率は、納期限後１ケ月以内は 3.0％、それを超
えると 9.3％、還付加算金の利率は 2.0％となります。

■国民健康保険税の改正

■その他の改正

家屋調査にご協力ください！

■問合わせ先　税務課（固定資産税関係は資産税係 ☎（52）２０７８　住民税関係は住民税係 ☎（52）４４７７）
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平成25年度 高畠町職員採用試験
《試験区分・採用予定人員・職務内容・受験資格》

《試験日・試験種目・試験場等》　第２次試験は、第１次試験合格者のみに通知します

試　験 試　験　日 種　　目 会　　場 内　　容　　等

第１次

７月27日㈯ 対抗討議試験 高 畠 町 役 場 与えられた課題に対する論理的な判断力および公平で客観的な
思考能力や態度についての口述試験

７月28日㈰

教 養 試 験
町 総 合 交
流 プ ラ ザ

一般的な知識および知能について、大学卒業程度の筆記試験

適 性 検 査 職員としての適応性等を性格特性等により検査

作 文 試 験 総合的な判断力、思考力その他の能力についての論文試験

第２次 ８月下旬 面 接 試 験 高 畠 町 役 場 【第１次試験合格者のみ】口述による個別面接試験

試験区分 採用予定人員 職　務　内　容 受　験　資　格

上級行政 ４名程度 一般行政事務に従事します。
上記事務のほか、土木・建築系についても募集しております。

昭和63年４月２日から平成４
年４月１日までに生まれた者

▼受付期間／６月３日㈪から６月28日㈮まで
　　　　　　（６月28日㈮消印有効）

▼受付時間／８時30分～17時15分
　　　　　　（土・日曜日を除く）

▼受験申込書の請求／町総務課および町民課窓口で交付
　します。町ホームページ（http://www.town.takahata.
　yamagata.jp/）からも入手できます。受験申込書をプ
　リンター等で印刷の際は両面印刷を行ってください。

▼受験票の交付／申込者に「受験票」を郵送します。受験
　票がなければ受験できませんので、７月８日までに到
　着しない場合は町総務課総務係にお問い合わせください。
▶その他／「初級行政」採用試験は、当該募集とは別に広
　報たかはた７月号および町ホームページで行います。

平成26年４月１日採用

来たれ！町を紡ぐ者たち！来たれ！町を紡ぐ者たち！

平成25年度採用職員

▼申込・問合せ先／〒 992-0392 高畠町大字高畠436番地　町総務課総務係
　　　　　　　　　☎（52）４４７５　℻  （52）１５４３　E-mail：somu@town.takahata.yamagata.jp

ま
ち
づ
く
り
ト
ー
ク
を
開
催
し
ま
す

地　区 期　　日 時　　間 場　　　　所 電話番号
高　畠 ６月17日㈪

午後７時～
　   ８時30分

町総合交流プラザ （52）５７０２
二井宿 ６月20日㈭ 二井宿地区公民館 （52）１００１
屋　代 ６月21日㈮ 屋 代 地 区 公 民 館 （52）００６９
亀　岡 ７月１日㈪ 亀 岡 地 区 公 民 館 （52）０５０１
和　田 ６月19日㈬ 和 田 地 区 公 民 館 （56）３００６
糠野目 ７月２日㈫ 糠野目生涯学習館 （57）３５０５

◇日程

　

町
長
が
町
内
６
地
区
に
出
向
き
、
み
な
さ
ん
と
直

接
対
話
す
る
「
ま
ち
づ
く
り
ト
ー
ク
」
を
開
催
い
た

し
ま
す
。

　

町
長
が
、
町
の
現
状
や
現
在
進
め
て
い
る
事
業
・

今
後
の
計
画
な
ど
を
説
明
し
て
、
ま
ち
づ
く
り
に
対

す
る
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
ま
た
、

参
加
さ
れ
た
み
な
さ
ん
と
、
こ
れ
か
ら
の
町
づ
く
り

や
地
域
づ
く
り
・
地
区
の
課
題
等
に
つ
い
て
情
報
交

換
・
意
見
交
換
を
行
い
ま
す
。

　

み
な
さ
ん
の
自
由
な
意
見
・
提
言
に
直
接
町
長
が

お
答
え
し
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

　

▼
問
合
せ
先
／
町
企
画
財
政
課

☎
52
４
４
７
６
ま
た
は
各
地
区
公
民
館

地
域
の
社
会
教
育
・
生
涯
学
習
に
活
力
！

島 貫 良 子
生涯学習推進員

（高畠地区公民館）

栁澤美由紀
生涯学習推進員

（二井宿地区公民館）

畑中由香里
生涯学習推進員

（亀岡地区公民館）

岩 木 道 子
生涯学習推進員

（屋代地区公民館）

齋藤富美子
生涯学習推進主査

（二井宿地区公民館）

梅 影 雪 江
社会教育指導員

（町中央公民館）

鈴 木 栄 子
生涯学習推進員

（和田地区公民館）

４
月
か
ら
各
公
民
館
に

４
月
か
ら
各
公
民
館
に

着
任
し
ま
し
た

着
任
し
ま
し
た
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